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社会保険料（国民年金保険料）控除証明書等の発行について 

 
１ 概要 

平成１７年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に

当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付

等しなければならないこととなりました。このため、今年から生命保険会社

等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明

書」を発行いたします。

   

※ 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

 

※ 所得税法等の一部を改正する法律が平成１７年３月３１日に公布され

たことにより、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申

告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられまし

た。

 

２ 対象者及び発送時期 

本年の１月１日から９月３０日までの間に保険料の納付があった方に１１

月上旬に控除証明書を発送いたします。 

※ 当該証明書の記載内容は、本年１月１日から９月３０日までに納付していただい

た国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です（納付見込

額は、一部の方には記載されません）。 

なお、１０月１日から１２月３１日までの間に、はじめて保険料の納付が

あった方については、翌年２月上旬に控除証明書を発送することとしていま

す。 



 
 
 

 

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」のレイアウト概要 

②見込額 

③合計額

①納付済 
お問い合わせ先等 

   親展 

９９９－９９９９ 

○○県○○市○○ 

△△ △△ 様 

 

納付対象月欄 

※「済」又は「見」 

で表示します。 

社会保険庁総務部経理課長 
証明日 

印
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３ 平成１６年の年金加入状況のお知らせについて 

情報提供サービスの充実を目的として、平成１７年分の控除証明書が発行

される方であって、かつ、平成１６年分の国民年金保険料の納付があった方

に、控除証明書の裏面を活用して今年から「平成１６年の年金加入状況のお

知らせ」を発行いたします。

 
「年金加入状況のお知らせ」のレイアウト概要（控除証明書の裏面） 

   
 
 
 

 

 

 

年金加入状況のお知らせ

の説明 

 

 

 

社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書の説明 

     加入制度  保険料等 

１月   

～

12 月   

平成１６年の年金加入状況

のお知らせ（参考） 

 

 


